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 （例規83）  

部外給水料金等の算定及び徴収料金の取扱いについて（通達）  

（施定第204号）  

標記について、駐屯地等の施設を使用して部外者に給水・給電・給汽・都市

ガス供給及び汚水処理施設を使用させる場合の使用料の徴収範囲並びに使用料

の算定及び徴収した使用料の取扱いについては、昭和54年４月１日以降下記に

より実施されたい。  

なお、陸幕施第75号（45.３.３）「部外給水料金等の算定及び徴収料金の取

扱いについて（通達）」（例規83）及び陸幕施第240号（45.８.24）「私有電

気機器等用電気料の算定及び徴収料金の取扱いについて（通達）」（例規83）

は、昭和54年３月末日をもって廃止する。  

 

記 

 
１ 部外者の範囲  

この通達において、部外者とは次の各号に掲げるものとする。  

(１)  工事請負業者  

(２)  陸上自衛隊の施設を使用して物品等を販売又は役務を提供する業者 

(３)  防衛省共済組合（当該組合事業のうち、隊員の営内生活に不可欠な事 



業を除く食堂・クラブ・飲食物の販売（当該自動販売機を含む。）等）  

(４)  防衛省以外の国の機関  

(５)  地方公共団体及び公共企業体  

(６)  国家公務員宿舎（借上宿舎、防衛省共済組合住宅を含む。）の居住者  

(７)  私有電気機器を使用する隊員 

（８） 駐屯地、分屯地、演習場、訓練施設、自衛隊中央病院及び自衛隊地方

協力本部（以下「駐屯地等」という。）の周辺市町村居住者、会社、そ

の他の団体（防衛省共済組合が防衛省職員のために団体保険の事務処理

を委託した者を除く。）  

２ 徴収料金の算定要領  

(１)  徴収料金の算定  

水道料金・電気料金・蒸気料金・都市ガス料金・汚水処理料金（以下 

「水道料金等」という。）は、別紙第１により算定するものとする。こ 

の場合、確定金額に円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨て 

るものとする。  

(２)  総合単価の算出  

ア  前号の算定に用いる総合単価は、年間を通じて同額とし、別紙第２に 

より算出するものとする。ただし、水道・電気・都市ガス事業者の供給 

単価（基本料・使用量単価等）及び、し尿浄化槽の清掃・汚泥除去・し 

尿くみ取り・公共下水道等清掃事業者の処理単価（以下「供給単価」と 

いう。）が前年度又は、当該年度半ばに増（減）額した場合は該当する 

総合単価を改正し、当該月以降改正した単価をもって水道料金等を算定 

するものとする。この場合、総合単価算出式のうち、供給単価を増 

（減）額して算出した単価をもって前年度の実績による総合単価と見な 

すことができる。また、汚水処理料のうちし尿浄化槽・単独型を除き総 

合単価が10円未満の場合は10円とする。  

なお、算出した単価に円未満の端数を生じた場合はその端数を四捨五 

入して円単位とする。  

イ  給水区分・契約電力・ボイラーの燃種・し尿処理方式の変更及び各設 

備の建替並びに使用量が当該年度に著しく増減した場合は、該当する総 

合単価を当該月以降毎月算出して水道料金等を算定するものとする。こ 

の場合、総合単価算出式のうち前年度の実績値を当該月の実績値に置き 

替えて算出すること。  

なお、毎月行う算出は１か年実施し、この実績をもって次年度の総合 

単価とする。  

また、端数処理は、前アに準じて実施するものとする。  

(３)  使用量  

水道料金等の算定に用いる使用量は、計量値によるものとする。ただ 

し、計量器を設置しない場合は、次による。  

ア  使用機器の定格容量に推定使用時間を乗じた数値とする。  

イ  隊員が使用するテレビジョンの標準使用量及びテレビジョン以外の電 

気機器の標準使用時間数は、別紙第３に掲げる数値とする。  



３  徴収料金の取扱要領  

水道料金等は、毎月部外者から現金で徴収し、別紙第４に掲げるところに

より駐屯地等の使用額とともに水道事業者、電力会社、都市ガス供給事業者、

清掃事業者等への支払に充当（以下「支払充当額」という。）し、又は歳入

金として国庫に納付するものとする。  

４  報告要領  

方面総監及び自衛隊中央病院長は、水道料金等について、部外者が使用し 

た結果を使用実績報告書（別紙第５）により陸上幕僚長に毎年６月末日まで 

に報告するものとする。  

５  その他  

(１)  施設の減価償却費の算出  

駐屯地業務隊長等（駐屯地業務隊長及び駐屯地業務を担当する部隊等

の長をいう。以下同じ。）は、水道料（自隊給水）総合単価算出表（そ

の１）（付紙第１）及び蒸気総合単価算出表（付紙第３）の作成に当た

り施設の減価償却費については、関係の地方防衛局・同支局に依頼する

ことができる。 

(２)  使用料の減額  

駐屯地業務隊長等は、部外者から水道料金等の減額又は無償の取扱い 

   を受けたい旨の申請があった場合、真にやむを得ないものと認めるもの 

   に限り当該部外者の種別・氏名・使用人員・期間、予定使用量（予定処 

   理量）、予定水道料金等及び理由を記載した申請書に総合単価算出表を    

   添付して陸上幕僚長の承認を受けるものとする。  

(３)  計量器の設置  

駐屯地業務隊長等は、部外者に給水・給電・給汽及び都市ガスを供給 

   する場合は、当該部外者に計量器を設置させるものとする。ただし、次 

   に掲げる場合は、この限りでない。  

ア  使用量が少量又は使用期間が短期間で当該使用量が推定できる場合  

イ  従来の使用実績から使用量を推定できる場合  

(４)  国家公務員宿舎に専用の水道施設を有する場合の特例国家公務員宿舎 

において、当該宿舎専用の水道・都市ガス供給施設及び汚水処理施設を 

有する場合は、この通達は適用しない。  

(５)  国家公務員宿舎の寒冷地における水道料金減額の特例寒冷地の国家公 

務員宿舎において当該宿舎に不凍水栓（せん）等の設備がないため凍結 

防止を目的として放水する場合の水道料金（自隊給水の場合）は、凍結 

防止と推定される水量の50％に相当する金額を無償とすることができる。  

(６)  部外者の行う工事等用電力の処理  

駐屯地業務隊長等は、駐屯地等において、大規模な工事等で一定期間 

   に多量の電力を必要とする場合は、当該工事業者等に直接電力会社から 

   臨時電力の供給を受けさせるものとする。  

(７)  私有電気機器の電気料金無償の処置  

隊員が所有する電気機器のうち、次にかかわる電気料金は無償とする 

ことができる。  



ア  服務指導上必要なもの（電気アイロン、へアードライヤ、電気かみそ 

り等）  

イ  定格容量50ワット未満の電気機器 

 

添付書類：別紙第１～別紙第５ 

配布区分：会計監査隊長 

     中央会計隊長 



別紙第１ 

水道料金等徴収額算定表 

料金区分 徴収額算定式 備 考 

水道料金 （総合単価 円／㎥）×（部外

者使用量 ㎥）×（1.02） 

 

電気料金 （総合単価 円／KWH）×（部外

者使用量 KWH）×（１＋損失

率） 

１ 損失率は次による。 

（１）20,000 ボルト以上の

受電の場合 

  ５％ 

（２）6,000 ボルト受・配電

の場合 

  ３％ 

（３） 6,000 ボルト受電

3,000 ボルト配電の場合 

  ６％ 

（４）200 ボルト又は 

  100 ボルト受電の場合 

  ０ 

２ 部外者の原因により契

約電力を更改した場合

は、当該月以降の電気料

に更改に伴う基本料金の

増額分を加算して当該部

外者に負担させるものと

する。 

蒸気料金 （総合単価 円／トン）×（部

外者使用量 トン）×（１＋損

失率） 

１ 損失率は、ボイラーの

型式、配管の状況等に基

づく実損失とする。 

２ 蒸気料金に含まれる燃

料の対価は、現品で受領

すること。 

都市ガス料金 

 

（総合単価 円／㎥）×（部外

者使用量 ㎥） 

 

 

汚 

水 

処 

理 

料 

し尿浄化槽 
（単独型） 

（総合単価 円／人）×（部外

者使用人員） 

 し尿浄化槽・単独型及び
し尿くみ取りの部外者使用
人員は料金算定期間内の延
べ人員とする。 

し尿浄化槽 
（合併型） 

（総合単価 円／㎥）×（部外

者の汚水量 ㎥） 

し尿くみ取
り 

（総合単価 円／人）×（部外

者使用人員） 

公共下水道 （総合単価 円／㎥）×（部外

者水道使用量 ㎥）×（1.02） 

注：この表は、本文第１項に示す部外者を含み、駐屯地等に宿泊しない者には 
  適用しない。 



別紙第２ 

水道料金等の総合単価算出表 

区 分 総合単価算出式 備 考 

水道料 

（都市給水） 

｛（駐屯地等が請求を受けた前年度の

水道料金）＋（駐屯地等が前年度に使

用した給水用電気料）＋（駐屯地等が

前年度に使用した消毒薬品等）｝÷

｛駐屯地等が前年度に供給を受けた水

道使用量｝ 

  

水道料 

（自隊給水） 

１ 付紙第１により算出する。 

 

２ 次の各号に掲げる場合は、付紙第

２により算出した単価を適用するこ

とができる。 

（１）特別会計以外の国の機関 

（２）国家公務員宿舎のうち、山間へ

き地等で陸上幕僚長が特に給水環

境が悪いと認めるもの。 

 

１ 算出した単価が周

辺市町村等の水道図

事業者の供給単価を

超える場合は、当該

水道事業者の供給単

価を基準として総合

単価を算出すること

ができる。 

 

２ 都市給水及び自隊

給水を併用する駐屯

地等で、それぞれの

使用量を明確に区分

できない場合は、都

市給水の総合単価を

適用することができ

る。 

電気料 （駐屯地等が請求を受けた前年度の電

気料）÷（駐屯地等が供給を受けた前

年度の電力使用量） 

 

蒸気料 付紙第３により算出する。  

都市ガス料 （駐屯地等が請求を受けた前年度の都

市ガス料）÷（駐屯地等が供給を受け

た前年度の都市ガス使用量） 

 

汚水処理料 

（し尿浄化槽・

単独型） 

｛（駐屯地等が請求を受けた前年度の

清掃費）＋（駐屯地等が当該し尿浄化

槽の管理のために使用した前年度の水

道料・電気料・放流水滅菌費・水質検

査料等の経費）｝÷｛駐屯地等が該当

し尿浄化槽を使用した前年度の延べ人

員｝ 

前年度の延べ人員

は、当該し尿浄化槽を

使用する隊員及び部外

者の人員とし、毎月末

人員を基準として算出

する。 

 
 
 



汚水処理料 

 

（し尿浄化槽・合

併型） 

｛（駐屯地等が請求を受けた前年度の

清掃費・汚泥除去費）＋（駐屯地等が

当該し尿浄化槽の管理のために使用し

た前年度の水道料・電気料・放流水滅

菌費・水質検査料等の経費）｝÷｛駐

屯地等が該当し尿浄化槽に流入させた

前年度汚水量｝ 

前年度の汚水量が明

確でない場合は、水道

使用量を汚水量とみな

すことができる。 

汚水処理料 

 

（し尿くみ取り） 

（駐屯地等が請求を受けた前年度のし

尿くみ取り料）÷（駐屯地等がくみ取

り便所を使用した前年度の延べ人員） 

延人員の算出は、し

尿浄化槽・単独型の算

出要領に準ずる。 

汚水処理料 

 

（公共下水道） 

（駐屯地等が請求を受けた前年度の都

市ガス料）÷（駐屯地等が供給を受け

た前年度の都市ガス使用量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙第１ 

水道料（自隊給水）総合単価算出表（その１） 

 

駐屯地等名: 

算出期間  : 

適用年度  : 

項 目 金額（円） 算  出  根  拠 

電 気 料 

人 件 費 

維 持 修 理 費 

施設の減価償却費  

原 水 料 

浄 化 等 薬 品 費 

事 務 用 消 耗 品 費 

事 務 費 

水 質 検 査 料 

そ の 他 

計（Ａ） 

  

１㎥当たり単価（Ｂ）  年間総給水量：          ㎥ 

周 辺 市 町 村 の 

水 道 事 業 者 単 価 

 
市町村名： 

部 外 者 に 適 用 す る 

単 価 

  

備       考 

  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



記載要領： 

 １ 計算の適用期間は、前会計年度とする。 

 ２ 電気料は、給水業務に係る照明・動力・保温等すべての用途を含む。 

 ３ 人件費は、給水業務を担当する隊員の年間給与支給額（給与所得者の源 

泉徴収票に記載された支払金額）とする。この場合において、給水係が汚

水処理の業務を兼ねているときは、これを案分する。ただし、人件費に限

り会計年度を暦年度とすることができる。 

 ４ 維持修理費は、給水に係る施設の維持、修理に要した経費とし、隊力施

工等による場合は、陸幕施第 406 号（43．８．３）「部隊施工工事並びに

修繕及び模様替における国有財産台帳に登録すべき国有財産の価格の算定

について（通達）」（例規 82）を準用し、労務費を加算するものとする。 

   この場合、修理費が多額で当年度で計上することが適当でないと認めら

れる場合は、方面総監の承認を経て複数年度にわたり計上することができ

る。ただし、施設整備工事による場合は、施設の減価償却費として計上す

る。 

 ５ 施設の減価償却費は、給水に係るすべての施設を対象とする。 

 ６ 浄水等薬品費は、ろ過薬剤・給水消毒薬品・塩素ガス除外セット用薬品

費及び器具損料等のすべてとする。 

 ７ 事務費は、通信費、旅費及び事務用備品の償却を含む。 

 ８ 水質検査料は、部外委託による検査料及び自隊検査薬品費とする。 

 ９ その他は、採暖費、塩素ガス除外セット償却費のほか前各項に含まれて

いない経費の合計額とする。 

 10 １㎥当たり単価（Ｂ）は、（Ａ）÷（年間総給水量）により算出する。 

 11 周辺市町村の水道事業者単価は、それぞれの超過料金単価とする。 

 12 必要により細部事項を別葉として添付するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙第２ 

水道料（自隊給水）総合単価算出表（その２） 

 

駐屯地等名: 

算出期間  : 

適用年度  : 

項 目 金額（円） 算  出  根  拠 

電 気 料 

原 水 料 

浄 化 等 薬 品 費 

水 質 検 査 料 

計（Ａ） 

  

１㎥当たり単価（Ｂ）  年間総給水量：          ㎥ 

周 辺 市 町 村 の 

水 道 事 業 者 単 価 

 
市町村名： 

部 外 者 に 適 用 す る 

単 価 

  

備       考 

  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

記載要領：付表第１に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙第３ 

蒸気総合単価算出表 

 

駐屯地等名: 

算出期間  : 

適用年度  : 

項 目 金額（円） 算  出  根  拠 

水 道 料 

電 気 料 

人 件 費 

修 理 費 

施 設 の 減 価 償 却 費 

保 守 料 

事 務 用 消 耗 品 費 

事 務 費 

そ の 他 

計（Ａ） 

  

１ ト ン 当 た り 単 価 

（Ｂ） 

  

部 外 者 に 適 用 す る 

単 価 

 
 

燃 料 の 種 類 

及 び 使 用 量 

  

備       考 

  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

記載要領： 

 １ 計算の適用期間は、前会計年度とする。 

 ２ 水道料、電気料、人件費、修理費、施設の減価償却費、事務用消耗品費、 

事務費、その他は、付表第１の作成要領に準じて算出する。 

 ３ 保守料は、洗缶、水処理のほか、ばい煙測定（方面隊統一価格）、給油、

その他の保守業務に要した経費とする。 

 ４ この表は、ボイラー室ごとに作成する。 

 ５ 必要により細部事項を別葉として添付する。 

 

 

 

 

 

 



別紙第３ 

電気機器の標準使用量等 

 

１ テレビジョンの標準使用量 

区 分 標準使用量（KWH／月） 備 考 

定格容量 

 50 ワット以上 

 70 ワット未満 

10 

 標準使用量が方面

隊、中央業務支援隊又

は自衛隊中央病院の特

性上適当でない場合

は、増（減）すること

ができる。 

定格容量 

 70 ワット以上 

 100 ワット未満 

15 

定格容量 

 100 ワット以上 
20 

 

２ テレビジョン以外の電気機器の標準使用時間数  

機器名 
機器別使用時間数 

（Ｈ／月） 
備 考 

電気洗たく機 40 １ 標準使用時間数が

方面隊、中央業務支

援隊又は自衛隊中央

病院の特性上適当で

ない場合は、増

（減）することがで

きる。 

 

２ この表以外の機器

については、方面総

監、中央業務支援隊

長又は自衛隊中央病

院長の定めるところ

による。  

電熱器 70 

電気ポット 35 

電気冷蔵庫 215 

ト―スタ 15 

温風機又は扇風機 150 

オーディオ機器 100 

清掃用ポリッシャ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第４ 

徴収料金取扱表 

 

区 分 支払充当額 歳入金 備 考 

水道料金 水道料、電気料、原

水料相当額 

支払充当額以外の

全部 

 

電気料金 電気料相当額   

都市ガス料金 都市ガス料相当額   

蒸気料金 水道料、電気料相当

額 

支払充当額以外の

全部 

燃料は、現金で徴収せ

ず現品を受領する。 

汚水処理料 水道料、電気料、清

掃費、汚泥除去費、

し尿くみ取り料、公

共下水道使用料 

支払充当額以外の

全部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第５ 

陸上幕僚長 殿                                     発簡番号： 

        令和    年度   部外者使用実績報告書          発簡日付： 

方面隊等名： 

駐屯地等 部外者の種別 
適用単価 

(円／㎥) 

年間消費 

水量（㎥） 

徴収額 

（円） 

徴収額内訳（円） 部外者 

使用率 

（％） 

使用目的 備 考 
歳入金額 支払充当額 

          

          

          

          

          

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

記載要領： 

 １ この報告書は、駐屯地等を単位として、水道料金、電気料金、蒸気料金、都市ガス料金、汚水処理料金に区分し、そ 

れぞれ別葉に作成する。 

 ２ 水道料金以外の作成に当たっては、次の各号に定めるとおり読み替えるものとする。 

 （１）電気料金：適用金額は（円／ＫＷＨ）、年間消費水量は年間消費電力量（ＫＷＨ） 

 （２）蒸気料金：適用単価は（円／トン）、年間消費水量は年間消費蒸気量（トン） 

 （３）都市ガス料金：適用単価は（円／㎥）、年間消費水量は年間消費ガス量（㎥） 

 （４）汚水処理料金：適用単価は（円／㎥）、年間消費水量は年間汚水処理量（㎥） 

３ 部外者使用率は、次の式により算出する。 

    部外者使用率＝（部外者消費水量等÷駐屯地等使用水量等）×100 

                                                                
                                                                


